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	人口と世帯　◆人口　118,841人（前月比－37）［男　58,892人／女　59,949人］　◆世帯　	49,753世帯（前月比＋13） ※12月１日現在

鴻巣市消防団出初式

年末年始の火災予防 消防団員を募集

　年の初めに消防団の士気を高め、火災予防を
呼びかけます。
　消防団員は「自分たちのまちは自分たちで守
る」という使命感のもと、それぞれの仕事を持
ちながら、昼夜を問わず幅広い活動をしていま
す。消防団員の仕事始めとなる出初式をぜひご
覧ください。

　年末は慌しく、年始めは気が緩みがちにな
ります。火の取り扱いには今まで以上に気を
つけましょう。
出火予防対策
●外出時や寝る前には必ず火の元を確認しま
しょう
●ストーブの給油は必ず火を消してから行い
ましょう
●マッチやライターを子どもの手が届くとこ
ろに置かないようにしましょう
●放火防止のため、建物の周りは整理し、可
燃物は片付けましょう

問い合わせ／埼玉県央広域消防本部予防課
（☎597⊖2004）

　消防団は、消防組織法に基づき、市に設置さ
れている消防機関です。団員は非常勤特別職の
地方公務員となります。地域における消防・防
災のリーダーとして活躍しませんか。
対象／市内在住・在勤で18歳以上の健康な方
待遇／●報酬のほか、火災や訓練に出動した際
に手当を支給　●消防団活動中の負傷に対して
の補償制度有　●消防団活動に必要な制服など
を支給　●退団した場合には、退職報奨金を支給
その他／「埼玉県消防団応援プロジェクト」で
は「消防団応援の店」で割引などのサービスが
受けられる「消防団員カード」を配布
問い合わせ／危機管理課（内線2473）

在籍数  411 人 定　員  441 人 充足率  93.2％（11 月１日現在）

出初式後、鴻巣地区鳶職組合による｢はしご乗り｣
の実演もあります。

１月６日㈰ ８時～９時
鴻巣市役所

内容／分列行進・閲団など
問い合わせ／危機管理課（内線2473）

と　き

ところ

防災行政無線の放送内容がメールや電話で確認できます
　災害時の緊急放送や迷い人のお尋ねなどを防災行政無線でお知らせしています。
放送内容は、メールや電話でも確認できますので、ご活用ください。
問い合わせ／危機管理課（内線２２１３）

　市ホームページ（トップページ）から「防災無線情報」へアクセスし、
案内に沿って登録してください。右のQRコードからも読み取りできます。

　放送した内容を音声自動案内で聞くことができます。
　電話番号／５４２－２００９

登録ページ
（ここにも放送内
容を掲載します）

※メール受信時の通信料や電話で問い合わせした際の通話料がかかります。
　また、ネットワークの混雑状況などにより遅延又は配信されない場合があります

メール配信

電話案内サービス

▲市ホームページ（トップページ）


